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三重県浄化槽指導要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、浄化槽法（昭和58年法律第43号）、建築基準法（昭和25年法律

第201号）及び三重県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和60年三重県条

例第26号。以下「条例」という。）その他関係法令に定めるもののほか、浄化槽

の設置、構造及び管理に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽に係る取扱い

の適正化を図り、公共用水域の水質及び生活環境の保全並びに公衆衛生の向上に寄

与することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、浄化槽法、建築基準法、条例その他関係法

令の定めるところによるほか、次の各号に定めるところによる。 

(1) 浄化槽法定検査 

浄化槽法第7条第1項及び第11条第1項に定める浄化槽の水質に関する検査をい

う。 

(2) 浄化槽関係業者団体 

浄化槽製造業者、浄化槽工事業者、浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者が

各々で組織する関係団体をいう。 

(3) 指定検査機関 

浄化槽法第57条第1項の規定により、知事の指定を受け浄化槽法定検査を行う者

をいう。 

（関係者の責務） 

第３条 浄化槽管理者は、浄化槽の使用、保守点検、清掃及び浄化槽法定検査を適正

に行い、異常又は故障を発見したときは、速やかに必要な措置を講じるとともに、

次の各号に定める事項を遵守しなければならない。 

(1) 浄化槽管理者が自ら浄化槽の保守点検を行う場合は、浄化槽管理士の資格又は

これと同等以上の知識を有し、三重県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

施行規則（昭和60年三重県規則第48号）第7条に規定する器具を常備すること。 

(2) 浄化槽の保守点検及び清掃を自ら行わない場合は、浄化槽保守点検業者及び浄

化槽清掃業者と委託契約を結び、浄化槽の保守点検、清掃を行うこと。  

２ 浄化槽製造業者等は、次の各号に定める事項を遵守するとともに、浄化機能、耐

久性等において支障のない浄化槽の供給に努めるものとする。 
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(1) 浄化槽工事業者及び浄化槽設備士に対し、適正に浄化槽が設置されるよう工事

方法等について、研修指導に努めること。 

(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者に対し、浄化槽の性能・機能、使用方

法・保守点検・清掃方法等について、研修指導に努めること。 

３ 浄化槽工事業者及び浄化槽設備士は、浄化槽管理者に対し、浄化槽の性能・機

能、使用方法、保守点検、清掃及び浄化槽法定検査の必要性等について、助言に努

めるものとする。 

４ 浄化槽保守点検業者及び浄化槽管理士は、次の各号に定める事項を遵守するとと

もに、浄化槽の保守点検の技術向上及び補修等のため関係業者との連絡体制の確保

に努めるものとする。 

(1) 浄化槽管理者に対し、浄化槽の使用方法、保守点検、清掃、浄化槽法定検査の

必要性等について、助言に努めること。 

(2) 浄化槽管理者に対し、浄化槽の改善又は清掃を要する場合については、必要な

助言に努めること。 

５ 浄化槽清掃業者は、浄化槽管理者に対し、浄化槽の使用方法、清掃及び浄化槽法

定検査について必要な助言に努めるものとする。 

６ 浄化槽関係業者団体は、関係法令及びこの要綱の運用が円滑に行われるよう会員

の技術の向上及び相互の協力体制の整備を図るとともに、浄化槽の正しい知識の普

及、及び啓発に努めるものとする。 

７ 指定検査機関は、浄化槽法定検査を行ったときは、その結果を関係機関に報告す

るとともに、浄化槽の保守点検、清掃及び改善作業の必要があると認めたときは、

浄化槽管理者に対し必要な助言に努めるものとする。 

（県と市町の協働） 

第４条 県は、市町と協働して浄化槽の使用方法、保守点検、清掃及び浄化槽法定検

査の実施等、浄化槽管理者の意識の高揚に努めるものとする。 

２ 県は、市町と協働して公共用水域の水質及び生活環境を保全するため、浄化槽の

設置等に関し必要な施策を講じるものとする。 

（県の責務） 

第５条 県は、公共用水域の水質及び生活環境の保全並びに公衆衛生の確保を図るた

め総括的な施策を定め、これを推進するものとする。 

２ 県は、関係者に対し浄化槽の構造、施工、保守点検、清掃及び浄化槽法定検査等
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に関する技術上の指導、その他必要な指導を行うものとする。 

３ 県は、市町の協力を得て、浄化槽管理者に対し、浄化槽の保守点検、清掃の履行

及び浄化槽法定検査の実施等の指導及び啓発に努めるものとする。 

（設置計画と処理方式の選定） 

第６条 浄化槽を設置しようとする者は、浄化槽による効率的な処理が図れるよう次

の各号に定める事項に留意しなければならない。 

(1) 既存浄化槽の統廃合により、浄化槽はできる限り集約するよう努めること。  

(2) 浄化槽の設置計画及び処理方式の選定は、次の事項を十分調査研究のうえ行う

こと。 

イ 建築物の種類及び用途に適したものであること。 

ロ 適正な規模であること。 

ハ 設置しようとする区域に応じた性能を有していること。 

ニ 浄化槽の保守点検及び清掃が容易であること。 

ホ 気象、地形、地下水位等の自然条件及び季節的利用等の社会条件に適したも

のであること。 

（浄化槽の構造） 

第７条 浄化槽の構造は、「屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽の構造方法を定める件

（昭和55年建設省告示第1292号）」（以下「浄化槽の構造」という。）によるほ

か、「浄化槽の構造基準・同解説」（（一財）日本建築センター発行）及び次に定

めるところに準拠して設計するものとする。 

(1) 人槽及び処理能力の決定 

  実績等により汚水量等を算出した場合においては、1人1日当たり汚水量200リ

ットル、1人1日当たりBOD量40グラムを標準とし、「浄化槽の構造基準・同解

説」による建築用途別汚水量及びBOD濃度の参考値を考慮して人槽を決定する

こと。 

(2) 消毒薬注入装置 

  浄化槽には、感染症の発生時において放流口における遊離残留塩素が1リットル

当たり10ミリグラムを保持出来る機能を有する装置を設置する等の配慮をする

ものとする。 

(3) 予備電源の設置 

  処理対象人員が3,000人を超える場合には、停電その他の異常時に機器類の運転
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及び浄化槽の機能等に支障のないよう予備の電源を設置する等の配慮をするも

のとする。 

（設置場所及び放流先） 

第８条 浄化槽を設置しようとする者は、生活環境の保全及び公衆衛生の確保を図る

ため、次の各号に定める事項に留意し適切な措置を講ずるものとする。 

(1) 設置場所 

イ 設置場所の選定に当たっては、周囲の生活環境を十分配慮し紛争の生じない

ようにすること。 

ロ 衛生の確保を特に必要とする施設等に影響を及ぼさない場所であること。  

ハ 浄化槽の保守点検及び清掃に支障のない場所とし、原則として屋外へ設置す

ること。 

ニ 浄化槽の正常な構造及び機能を損なう恐れのない場所であること。  

(2) 放流先 

イ 放流先は、都市下水路その他の排水施設とすること。 

ロ 放流水は、停滞することなく放流先に排水されること。  

ハ 放流先が都市下水路以外の排水施設で、その施設に管理者又は権利者がある

場合には、当該管理者又は権利者と事前の協議に努めること。 

ニ 放流先のない場合には、浄化槽を設置しないこと。ただし、放流水を別に定

める「放流先のない場合の放流水の処理方法」等により処理する場合であっ

て、当該処理方法が生活環境の保全及び公衆衛生上支障のないときは、この

限りでない。 

（浄化槽の設置） 

第９条 浄化槽の設置は、第7条に定める基準に適合し、かつ、次の各号のいずれか

に該当するものでなければ設置してはならない。 

(1) 浄化槽法第13条第1項に基づく国土交通大臣の型式の認定を受けたもの 

(2) 建築基準法第68条の25第1項の国土交通大臣の構造方法等の認定を受けたもの 

(3) 前2号に規定する浄化槽以外の浄化槽で、建築基準法第6条第1項、同法第6条

の2第1項又は同法第18条第3項による確認済証の交付を受けた建築物の建築設備

である浄化槽 

(4) 前各号に規定する浄化槽以外の浄化槽で、設置場所が特定されている浄化槽

（建築主事を置く市町の区域に設置されるもの及び集落排水施設等を除く。）
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の構造が「浄化槽の構造」の基準を満たしていることについて、別に定める建

築物の規模に応じて、当該浄化槽を設置する市町を管轄する建設事務所の建築

主事又は県土整備部の建築を担当する課の建築主事の承認を受けたもの 

(5) 前各号に規定する浄化槽以外の浄化槽で、集落排水施設等（建築主事を置く市

町の区域に設置されるものを除く。）の構造が「浄化槽の構造」の基準を満た

していることについて県土整備部の建築を担当する課の建築主事の承認を受け

たもの 

(6) 建築主事を置く市町の区域に設置される浄化槽（第4号及び第5号に規定する浄

化槽に限る。）にあっては、その構造が「浄化槽の構造」の基準を満たしてい

ることについて当該市町の建築主事の承認を受けたもの 

（構造承認の申請） 

第10条 前条第4号の承認を受けようとする者は、浄化槽個別構造承認申請書（第1号

様式）に次の書類4部を添えて、別に定める建築物の規模に応じて、当該浄化槽を

設置する市町を管轄する建設事務所の建築主事又は県土整備部の建築を担当する課

の建築主事に申請しなければならない。 

(1) 構造図（平面図、断面図、その他必要な部分の詳細図） 

(2) 仕様書（容量計算書及び槽の強度計算書を含む。） 

(3) 処理工程図 

(4) 対象建築物の各階平面図 

(5) その他建築主事が必要と認める書類 

２ 前条第5号の承認を受けようとする者は、浄化槽一般構造承認申請書（第1号様

式）に、次の書類4部を添えて県土整備部の建築を担当する課の建築主事に申請し

なければならない。 

(1) 構造図（平面図、断面図、その他必要な部分の詳細図） 

(2) 仕様書（容量計算書及び槽の強度計算書を含む。） 

(3) 処理工程図 

(4) その他建築主事が必要と認める書類 

（設置等の手続） 

第11条 浄化槽の設置等をしようとする者は、次の区分によりいずれかの手続を行う

ものとする。 

(1) 浄化槽法第5条第1項の規定により、浄化槽の設置等をしようとする者は、浄化
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槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令（昭和60年厚生

省建設省令第1号）第3条及び第4条の規定による届出書等に次の書類を添付のう

え4部作成し、設置等をしようとする市町の長を経由して各地域防災総合事務所

長又は各地域活性化局長に提出するものとする。 

イ 建築平面図 

ロ 浄化槽処理対象人員算定書 

ハ 配置図（建物、浄化槽及び放流経路を明示したもの） 

ニ 浄化槽法定検査のうち、浄化槽法第7条に規定する検査について、指定検査

機関に検査依頼を行ったことを証する書類 

(2) 市町は、浄化槽法第12条の5第4項の規定に基づき、公共浄化槽の設置等をし

ようとするときは、協議申出書（第2号様式）に、浄化槽ごとに、公共浄化槽設

置計画（第3号様式）及び次の書類を添付のうえ、各地域防災総合事務所長又は

各地域活性化局長及び特定行政庁に提出するものとする。 

イ 建築平面図 

ロ 浄化槽処理対象人員算定書 

ハ 配置図（建物、浄化槽及び放流経路を明示したもの） 

ニ 浄化槽法定検査のうち、浄化槽法第7条に規定する検査について、指定検査

機関に検査依頼を行ったことを証する書類 

(3) 建築基準法第6条第1項の規定による建築確認又は同法第18条第2項の規定によ

る計画通知に伴い、浄化槽の設置をしようとする者は、建築確認申請書又は計

画通知書に第4項各号に定める書類を添付のうえ、4部（建築主事を置く市町に

おいて別途定める場合はその部数）作成し、市町の長を経由して建築主事に提

出するものとする。 

(4) 建築基準法第6条の2第1項の規定による建築確認に伴い、浄化槽の設置をしよ

うとする者は、建築確認申請書に第4項各号に定める書類を添付のうえ、4部

（建築主事を置く市町において別途定める場合はその部数）作成し、指定確認

検査機関に提出するものとする。 

２ 各地域防災総合事務所長又は各地域活性化局長及び特定行政庁は、前項第2号の協

議申出書の内容に同意するときは、同意書（第4号様式）を市町に送付するものと

する。 
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３ 指定確認検査機関は、第1項第4号の規定により提出された書類のうち、各1部を市

町の長及び各地域防災総合事務所長又は各地域活性化局長に送付するものとする。

ただし、保健所を設置する市の区域については、1部を当該市の長に送付するもの

とする。 

４ 建築確認申請書及び計画通知書に添付する書類は次の各号に定めるものとする。  

(1) 工場において製造する浄化槽で浄化槽法第13条に基づく国土交通大臣の型式の

認定を受けたもの（次の(2)に該当する場合を除く。） 

イ 浄化槽調書（第5号様式） 

ロ 浄化槽構造図（ただし、建築確認申請書又は計画通知書の正本及び副本にそ

れぞれ1部ずつ綴じた場合は浄化槽調書への添付は必要ないものとする。）  

ハ 浄化槽法定検査のうち、浄化槽法第7条に規定する検査について、指定検査

機関に検査依頼を行ったことを証する書類 

(2) 建築基準法第68条の10による国土交通大臣の型式適合認定を受けたもの 

イ 浄化槽調書（第5号様式） 

ロ 型式適合認定書別添仕様書及び図面、並びに建築基準法第68条の25第1項の

認定を受けた場合は、その認定書の写し若しくは型式適合認定書の写し（た

だし、建築確認申請書又は計画通知書の正本及び副本にそれぞれ1部ずつ綴

じた場合は浄化槽調書への添付は必要ないものとする。） 

ハ 浄化槽法定検査のうち、浄化槽法第7条に規定する検査について、指定検査

機関に検査依頼を行ったことを証する書類 

(3) (1)、(2)以外のもの 

イ 浄化槽調書（第5号様式） 

ロ 前条第1項各号又は第2項各号に掲げる書類 

ハ 浄化槽法定検査のうち、浄化槽法第7条に規定する検査について、指定検査

機関に検査依頼を行ったことを証する書類 

５ 第1項第3号又は同項第4号の規定により手続きを行った後、浄化槽に関してその計

画を変更しようとする場合は、浄化槽に係る建築確認申請計画変更届出書（第6号

様式）に変更に係る部分の書類を添えて建築主事又は指定確認検査機関に4部（建

築主事を置く市町において別途定める場合はその部数）提出するものとする。 

６ 建築基準法によりくみ取便所で確認を受けた後、工事完了前に浄化槽に変更しよ

うとする場合は、浄化槽に係る建築確認申請計画変更届出書（第6号様式）に第4
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項各号のいずれかに掲げる書類を添えて建築主事又は指定確認検査機関に4部（建

築主事を置く市町において別途定める場合はその部数）提出するものとする。  

７ 各地域防災総合事務所長又は各地域活性化局長は、三重県の事務処理の特例に関

する条例（平成12年三重県条例第2号）（以下、「特例条例」という。）別表第2

第19号及び第19の2号の規定により事務を処理することとなった市町（以下、権限

移譲市町という。）に設置される浄化槽（特例条例 別表第2第19号に規定される

市町においては、地方財政法（昭和23年法律第109号）第6条に規定する公営企業

として市町が設置又は管理する浄化槽（以下、市町設置型浄化槽という。）に限

る。）に係ることについて、建築基準法第93条第6項の規定に基づく意見を述べた

場合、その旨を、当該所在地を管轄する市町の長に通知するものとする。 

８ 浄化槽管理者は、次の各号の一に該当することとなった場合において、当該浄化

槽を設置している市町を管轄する各地域防災総合事務所長又は各地域活性化局長に

提出するものとする。 

(1) 使用開始の報告 

浄化槽法第10条の2第1項の規定による使用開始の報告は、浄化槽使用開始報告

書（第7号様式）に、技術管理者の資格を証する書類を添付（501人槽以上の浄

化槽に限る。）のうえ行うものとする。 

(2) 技術管理者変更の報告 

浄化槽法第10条の2第2項の規定による技術管理者の変更の報告は、技術管理者

変更報告書（第8号様式）に技術管理者の資格を証する書類を添付のうえ行うも

のとする。 

(3) 浄化槽管理者変更の報告 

浄化槽法第10条の2第3項の規定による浄化槽管理者変更の報告は、浄化槽管理

者変更報告書（第9号様式）により行うものとする。 

(4) 届出事項変更の届出 

浄化槽法第5条に基づく届出を提出後、設置の工事が行われるまでの間に別に

定める事項に変更を生じた場合は、工事に着手するまでに浄化槽変更報告書（第

10号様式）を提出するものとする。 

（適用除外） 

第12条 権限移譲市町及び保健所を設置する市においては、第3条第1項第1号及び第2

号、同条第4項、同条第5項、第6条並びに第8条の規定について市町で別の規定



9 

（特例条例 別表第2第19号の規定により事務を処理することとなった市町におい

ては、市町設置型浄化槽に係る規定に限る。）がある場合、当該規定は適用しな

い。 

２ 第11条第1項各号及び第2項の規定について、権限移譲市町及び保健所を設置する

市においては、次の各号に従って読み替えるものとする。 

(1) 権限移譲市町においては、第11条第1項第1号の規定の「4部作成」を「3部作

成」に、「市町の長を経由して各地域防災総合事務所長又は各地域活性化局長に

提出」を「市町の長に提出」に、読み替える。ただし、特例条例 別表第2第19

号の規定により事務を処理することとなった市町においては、市町設置型浄化槽

に係る手続きの場合のみ読み替える。なお、第11条第1項第1号の規定について

市町で別に規定がある場合、第11条第1項第1号の規定は適用しない。 

(2) 保健所を設置する市においては、第11条第1項第1号、第3号及び第4号の規定の

「4部作成」を「3部作成」に、第11条第1項第1号の規定の「市町の長を経由し

て各地域防災総合事務所長又は各地域活性化局長に提出」を「市町の長に提出」

に読み替える。なお、第11条第1項第1号、第3号及び第4号の規定について市で

別に規定がある場合、第11条第1項第1号、第3号及び第4号の規定は適用しな

い。 

(3) 権限移譲市町及び保健所を設置する市においては、第11条第1項第2号及び第2

項の規定の「各地域防災総合事務所長又は各地域活性化局長」を「市町の長」

に、読み替える。なお、第11条第1項第2号及び第2項の規定について市町で別に

規定がある場合、第11条第1項第2号及び第2項の規定は適用しない。 

３ 権限移譲市町及び保健所を設置する市においては、第11条第8項の規定の「市町

を管轄する各地域防災総合事務所長又は各地域活性化局長に提出」を「市町の長に

提出」に読み替える。ただし、特例条例 別表第2第19号の規定により事務を処理

することとなった市町においては、市町設置型浄化槽に係る手続きの場合のみ読み

替えるものとする。なお、第11条第8項について市町で別に規定がある場合、第11

条第8項の規定は適用しない。 

 

様式 

第1号様式（浄化槽個別・一般構造承認申請書） 

第2号様式（協議申出書） 
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第3号様式（公共浄化槽設置計画） 

第4号様式（同意書） 

第5号様式（浄化槽調書） 

第6号様式（浄化槽に係る建築確認申請計画変更届出書） 

第7号様式（浄化槽使用開始報告書） 

第8号様式（技術管理者変更報告書） 

第9号様式（浄化槽管理者変更報告書） 

第10号様式（浄化槽届出事項変更届出書）  

 

附則 

1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。 

2 三重県浄化槽指導要綱（昭和62年4月1日）は、廃止する。 

3 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。 

4 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。 

5 この要綱は、平成14年6月1日から施行する。 

6 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 

7 令和2年3月31日以前の要綱第9条第4号、第5号又は第6号に基づき承認された浄化

槽に対する、この要綱の適用については、なお従前の例による。 

8 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。 

9 この要綱は、令和４年８月１日から施行する。 

 



第１号様式（第１０条関係） 

 

               個 別 

           浄化槽     構造承認申請書 

               一 般 

年  月  日 

 

  建築主事  あて 

 

申請者 住 所 

 

氏名 法人にあっては、名 

称及び代表者の氏名 

 

 

 

下記の浄化槽については、昭和 5 5 年建設省告示第 1 2 9 2 号の構造基準に適合して

いることの確認を申請します。 

 

告 示 区 分 建設省告示第 1 2 9 2 号第     の 

人槽及び日平均汚水量        人槽           ㎡ 

構 造  

製造業者の住所及び氏名 住所 

氏名 

設 計 者 又 は 連 絡 者 

住 所 及 び 氏 名 
 

住所 
                  電話 
氏名                （  ） 

建 築 物 の 名 称  

建 築 物 の 用 途  

設置場所の地名及び地番  

用 途 地 域  

（規格Ａ４） 

  



第２号様式（第１１条関係） 

 

公共浄化槽設置計画に係る協議申出書 

 

年   月   日 

三重県知事 あて 

（特定行政庁 あて） 

 

 申出者（市町） 住所 

            氏名 

 

建築確認申請を伴わない公共浄化槽の設置等にあたり、浄化槽法第１２条の５第４項の規定により、

下記の公共浄化槽の設置計画について協議を申し出ます。 

 

番号 設置場所の地名地番 建築物名称又は使用者氏名 参考事項 

    

    

    

（規格Ａ４） 

 注 (1)「番号」の欄には、この申出に係る公共浄化槽設置計画ごとの整理番号を付すこと。 

   (2)「参考事項」の欄には、市町における管理番号など参考事項がある場合、記入すること。 

   (3) 行が不足する場合は、行の追加又は一覧表の添付を行うこと。 

 

 



第３号様式（第１１条関係） 

作成日   年  月  日 

公共浄化槽設置計画 
 

（〒   －    ）       

計画者 住所          

氏名         

 

1．設置場所の地名地番及び建

築物名称又は使用者氏名 

設置場所の地名地番 

 

建築物名称又は使用者氏名 

 

2．種 類 

①浄化槽法に基づく型式認定浄化槽 

(名称   認定番号   ) 

②その他 

3．処 理 の 対 象 し尿及び雑排水 

4．当該浄化槽において処理す

るし尿等を排出する建築物の

用途及び延べ面積 

用途                        

延べ面積                    ㎡             

5．処理対象人員及び算定根拠 処理対象人員                人 

算定根拠 

6．処 理 能 力 

イ 日平均汚水量 ㎥／日 

ロ 生物化学的酸素要求量の除去率 ％ 

ハ 放流水の生物化学的酸素要求量 ㎎／l 

7．放流先又は放流方法 
①側溝 ②河川 ③湖沼 ④海域 ⑤地下浸透 

⑥その他(         ) 

8．工事を行う予定の浄化槽工

事業者の氏名又は名称及び登

録番号 

氏名又は名称      登録番号 

9．着工予定年月日等 年  月  日 

（設置予定年月日   年  月  日） 

10．使用開始予定年月日 年  月  日 

11．付近の見取図 別紙のとおり 

12．その他特記すべき事項  

行政庁記入欄 

 

(注意) 1．2欄及び 7欄は、該当する事項を○で囲むこと。 
2．11欄は、設置位置、放流経路、放流先、方位、道路及び目標となる地物を明示する
こと。 

3．12 欄は、処理対象人員と使用予定人員が当面異なる場合にその使用予定人員を記
入すること。 

4. 市町が建築物の汚水を浄化槽に流入させるために必要な汚水管その他の排水施設
を設置する場合、当該施設の概要を添付すること。 

 

（規格Ａ４） 

 



第４号様式（第１１条関係） 

 

公共浄化槽設置計画に係る同意書 

 

 

 

浄化槽法第１２条の５第４項の規定により、 年 月 日付けで協議の申出のあった公共浄化槽

設置計画について同意します。 

 

 

 

 

 

  年  月  日     

 

           あて 

 

 

同意する者  

三重県知事（特定行政庁）             

 

 

 

 

 

（規格Ａ４） 

 

 



第５号様式（第１１条関係） 

浄 化 槽 調 書              

 
 ※確認済証交付年月日               年   月   日 
 
 ※確認済証交付番号           第         号 

１ 設置者の住所及び氏名              
（法人にあっては、名称及            び  
代表者の氏名） 

 
 
 
                                  電話 
※市町設置型浄化槽に該当するか 
（☐該当する   ☐該当しない） 

２ 設置場所の地名及び地番              
 

３ 種     類 

 
 ①国土交通大臣型式認定浄化槽（浄化槽法第１３条） 
    名称           認定番号           
    認定年月日 
       
 ②国土交通大臣の構造方法等の認定を受けた浄化槽 
    名称                     認定番号 
    認定年月日               
 
＊ 上記のうち国土交通大臣型式適合認定を受けたものは、認定 
番号、認定年月日を記入 

  認定番号 
  認定年月日 
 
 ③その他 

４ 処 理 方 式            

 
 ①分離接触ばっ気 ②嫌気濾床接触ばっ気  
 ③脱窒濾床接触ばっ気  ④回転板接触 ⑤接触ばっ気  
 ⑥散水濾床 ⑦長時間ばっ気 
  ⑧標準活性汚泥 ⑨その他（           ） 

５ 処 理 の 対 象              
 ①屎尿及び雑排水    ②屎尿のみ 

６ 当該浄化槽において処理す             
る屎尿等を排出する建築物             

の用途及び延べ面積 

 
 用  途                         名称 
                                             
 延べ面積                  ㎡ 

７ 処理対象人員及び算定根拠             

 
                       人   
算定根拠： 
 
 
 

８ 処 理 能 力             

 
 イ 日 平 均 汚 水 量                  

 
ｍ３／日 

 
 ロ 生物化学的酸素要求量の除去率                  

 
％ 

 
 ハ 放流水の生物化学的酸素要求量                  

 
mg／Ｌ 

９ 放 流 先 又 は 放 流 方 法             
 
 ①側溝      ②河川  ③湖沼  ④海域  ⑤地下浸透 
 ⑥その他（         ） 

10  工事を行う予定の浄化槽工             
事業者の氏名又は名称及び             

登録番号 

 
 氏名又は名称 
 
 登 録 番 号       

11 着 工 予 定 年 月 日              
     年  月  日 12 使用開始年月日         

    年  月  日 
 

13 その他特記すべき事項             
 

 
 
 

（Ａ４規格） 
  注 (１) ※印欄は、記入しないこと。 

(２) ３欄、４欄、５欄及び９欄は、該当する事項を○で囲むこと。 
(３) ８欄の日平均汚水量は算定根拠を別紙添付すること。 
(４) 13欄は、処理対象人員と使用予定人員が当面異なる場合には、その使用予定人員を記入すること。 



第６号様式（第１１条関係） 

年  月  日 

 

        あて 

 

設置者 住所 

 

氏名 法人にあっては、名 

称及び代表者の氏名 

 

 

浄化槽に係る建築確認申請計画変更届出書 

 

年 月 日に申請した事項のうち、浄化槽に関して、下記のとおり計画を変更した

いので届け出ます。 

 

建 築 物 の 所 在 地  

建 築 物 の 名 称  

確 認 年 月 日 ・ 番 号  

 

変 更 の 内 容 

１．機種・メーカーの変更 

２．処理方法の変更 

３．くみ取便所から浄化槽への変更 

４．浄化槽工事業者の変更 

変 更 事 項 
変 更 前  

変 更 後  

（規格Ａ４） 

注 (1) 変更の内容は、該当する番号に○印をつけること。 

(2) 変更内容が１及び２の場合は浄化槽調書及び第１１条第４項(1)ロ、(2)ロ又は(3)

ロに掲げる書類（浄化槽平面図及び断面図、又は型式適合認定書別添仕様書及び

図面等）を添付すること。変更内容が３の場合は第１１条第４項各号のいずれか

に掲げる書類を添付すること。 

(3) 宛先は確認済証を交付した建築主事又は指定確認検査機関を記入すること。 



 

第７号様式（第１１条関係） 

 

浄化槽使用開始報告書 

 

年   月   日 

 

三重県知事  あて 

 

浄化槽管理者 住所 

氏名  法人にあっては、名称及び

代表者の氏名 

 

 浄化槽法第１０条の２第１項の規定により次のとおり報告します。 

浄 化 槽 の 規 模           人槽    ｍ３ ／日 

設置場所の地名・地番 

 

 

 

 

設置 の届 出年 月日           年   月   日 

使 用 開 始 年 月 日           年   月   日 

技術 管理 者の 氏名           

(500人槽以下の浄化槽では記載不要) 

 

 

 

 

（規格Ａ４） 

注 ５０１人槽以上の浄化槽にあっては、技術管理者の資格を証する書類を添付すること。 



 

第８号様式（第１１条関係） 

 

技術管理者変更報告書 

 

 

年   月   日 

 

 

三重県知事  あて 

 

 

浄化槽管理者 住所 

氏名  法人にあっては、名称及び

代表者の氏名 

 

 

 

浄化槽法第１０条の２第２項の規定により次のとおり報告します。 

 

設置場所の地名・地番 

 

 

 

 

変 更 後 の 技 術           

管 理 者 の 氏 名           

 

 

 

 

変 更 年 月 日           年   月   日 

（規格Ａ４） 

 

 注 技術管理者の資格を証する書類を添付すること。 



 

第９号様式（第１１条関係） 

 

浄化槽管理者変更報告書 

 

 

年   月   日 

 

 

三重県知事  あて 

 

 

浄化槽管理者 住所 

氏名  法人にあっては、名称及び

代表者の氏名 

 

 

 

浄化槽法第１０条の２第３項の規定により次のとおり報告します。 

 

設置場所の地名・地番 

 

 

 

 

変更前の浄化槽管理者

の氏名又は名称 

 

 

 

 

変 更 年 月 日           年   月   日 

（規格Ａ４） 

 



 

第１０号様式（第１１条関係） 

 

浄化槽変更報告書 

 

 

年   月   日 

 

 

三重県知事  あて 

 

浄化槽管理者 住所 

 

氏名  法人にあっては、名称及び

代表者の氏名 

 

 

浄化槽の届出事項を変更したので、次のとおり届け出ます。 

設置場所の地名・地番 
 

 

設置の届出年月日           年   月   日 

変
更
の
内
容 

機 種 等 

変更前 
 

 

変更後 
 

 

工事業者 

変更前 
 

 

変更後 
 

 

変 更 の 年 月 日           年   月   日 

（規格Ａ４） 

 注 (1) 機種等の変更欄には、型式認定浄化槽の場合その名称、認定番号と併せてメー

カー名を記入すること。 

   (2) 型式認定浄化槽以外の浄化槽の場合、規模（人槽・容量）を記入すること。 



 放流先のない場合の放流水の処理方法 （令和４年５月１日改正） 

 

第 1 この「放流先のない場合の放流水の処理方法」は、三重県浄化槽指導要綱

第 8 条第(2)号ニただし書の規定による放流水の処理方法及びその他必要事項

を定めるものとする。 

 

第 2 この「放流先のない場合の放流水の処理方法」において使用する用語の意

義は、次の各号に定めるところによる。 

(1) 地下浸透施設 散水管、トレンチ、その他必要な設備を有し、放流水を地

下に浸透させる施設をいう。 

(2) 地下浸透桝 浸透桝、充填材、その他必要な設備を有し、放流水を地下に

浸透させる施設をいう。 

(3) 地下浸透部分 地下浸透施設にあっては、トレンチの底部及び側部が土壌

に接触する部分をいう。地下浸透桝にあっては、充填材の底部及び側部が土

壌に接触する部分をいう。 

 

第 3 三重県浄化槽指導要綱第 8 条第(2)号ニただし書の規定による放流水の処

理方法は、次の各号に定めるいずれかの方法とすること。 

(1) 地下浸透施設を設ける方法 

(2) 地下浸透桝を設ける方法 

(3) 前二号以外の放流水を処理するための施設（以下「処理施設」という。）を

設ける場合にあっては、前二号と同等以上に放流水を処理するための性能を

有する方法 

 

第 4 第 3の(1)号に定める処理方法の場合は、次の各号に該当すること。 

(1) 放流水の全窒素（T-N）値を 10mg/L 以下にできる性能を有する浄化槽を

設置すること。 

(2) 都市計画区域内にあっては、処理対象人員が 50人以下のものであること。 

(3) 浄化槽と、放流水を土壌に均等に散水して浸透させる施設とを組合せた構

造とすること。 

(4) 地下水位が地表面から 1.5m以上深い地域に設けること。 

(5) 地下浸透部分は、次に掲げる位置及び区域に設けないこと。 

イ 井戸及びその他の水源から水平距離 30m以内の位置 

ロ 隣地境界から水平距離 3m以内の位置（ただし、地下浸透部分から水平

距離 3m 以内の住民及び土地の利用者から承諾を得た場合は、1m 以内の

位置） 

ハ 地下水脈に直接接触することや、礫等の過大な透水性を持った土質の 

土壌に接触する等、放流水が地下水脈に短絡するおそれのある位置 

ニ 粘土等、過小な透水性を持った土質の土壌に接触する等、放流水が滞留

するおそれのある位置 



ホ 崩壊等による災害が生じる危険のある区域 

(6) 処理対象人員 1人（200リットル／日）当りの地下浸透部分の面積は、別

記 1 の測定方法により浸透速度を測定のうえ、別記 2 により必要面積を算

出すること。 

(7) 散水管はトレンチに埋設し、トレンチ内に均等に散水できる構造とするこ

と。トレンチの幅は 50cm以上 90cm以下、深さ 60cm以上とし、トレンチ

の低部には厚さ 15cm以上の砂をしき、その上部に厚さ 10cm以上の砂利で

囲った散水管を敷設し砂で埋戻すこと。砂で埋戻した上部は厚さ 5cm 以上

の覆土を行うこと。 

(8) 散水管相互の間隔は、2m 以上とすること。散水管の流入口から末端まで

の距離は、別記 3により算定し、1系統の最大距離は 20m以下とすること。 

(9) 散水管の径は 10cm 以上の有孔管とし、孔は管底に設けて孔径は 1cm 程

度とすること。 

(10) 散水管の流入部と管末に水位点検孔を設けること。 

(11) 地下浸透施設の浸透能力に支障が生じた場合は、トレンチの砂を交換する

等、支障の除去に必要な措置を講じること。 

 

第 5 第 3の(2)号に定める処理方法の場合は、次の各号に該当すること。 

(1) 放流水の全窒素（T-N）値を 10mg/L 以下にできる性能を有する浄化槽を

設置すること。 

(2) 処理対象人員が 50人以下のものであること。 

(3) 浄化槽と、放流水を土壌に浸透させることができる浸透桝を組合せた構造

とすること。 

(4) 地下水位が地表面から 1.5m以上深い地域に設けること。 

(5) 地下浸透部分は、次に掲げる位置及び区域に設けないこと。 

イ 井戸及びその他の水源から水平距離 30m以内の位置 

ロ 隣地境界から水平距離 3m以内の位置（ただし、地下浸透部分から水平

距離 3m 以内の住民及び土地の利用者から承諾を得た場合は、1m 以内の

位置） 

ハ 地下水脈に直接接触することや、礫等の過大な透水性を持った土質の 

土壌に接触する等、放流水が地下水脈に短絡するおそれのある位置 

ニ 粘土等、過小な透水性を持った土質の土壌に接触する等、放流水が滞留

するおそれのある位置 

ホ 崩壊等による災害が生じる危険のある区域 

(6) 放流水の量、設置場所の土壌の浸透能力、浸透桝の吸込能力等を勘案し 

た上で、放流水が適切に浸透されるよう設計した地下浸透桝を設置すること。 

(7) 地下浸透桝の点検や清掃ができる構造とすること。 

(8) 地下浸透桝の浸透能力等に支障が生じた場合は、充填材を交換する等、支

障の除去に必要な措置を講じること。 

 

 



第 6 第 3の(3)号に定める処理方法の場合は、次の各号に該当すること。 

(1) 放流水の全窒素（T-N）値を 10mg/L 以下にできる性能を有する浄化槽を

設置すること。 

(2) 処理対象人員が 50人以下のものであること。 

(3) 浄化槽と、放流水を土壌に浸透させる処理施設を組合せた構造とすること。 

(4) 地下水位が地表面から 1.5m以上深い地域に設けること。 

(5) 処理施設のうち放流水が土壌に接触する部分は、次に掲げる位置及び区域

に設けないこと。 

イ 井戸及びその他の水源から水平距離 30m以内の位置 

ロ 隣地境界から水平距離 3m以内の位置（ただし、地下浸透部分から水平

距離 3m 以内の住民及び土地の利用者から承諾を得た場合は、1m 以内の

位置） 

ハ 地下水脈に直接接触することや、礫等の過大な透水性を持った土質の 

土壌に接触する等、放流水が地下水脈に短絡するおそれのある位置 

ニ 粘土等、過小な透水性を持った土質の土壌に接触する等、放流水が滞留

するおそれのある位置 

ホ 崩壊等による災害が生じる危険のある区域 

(6) 放流水の量、設置場所の土壌の浸透能力、施設の能力等を勘案した上で、

放流水が適切に処理されるよう設計した処理施設を設置すること。 

(7) 処理施設の点検や清掃ができる構造とすること。 

(8) 処理施設の処理能力等に支障が生じた場合は、支障の除去に必要な措置を

講じること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記 1（土壌の浸透速度の測定方法） 

1 試験孔は地下浸透施設の設置予定場所の中心に１か所以上とする。 

2 試験孔は、その径を 30cm、地盤面からの深さを散水管底部の予定深さに

おおむね 15cm を加算したもの（40cm 未満となる場合においては 40cm）

とした円筒形の下底に、厚さがおおむね 5cm の砂利を敷いたものとする。 

3 浸透速度の測定は、降雨時を避けて次の順序に従い行う。 

(1) 砂利上 25cm の水位になるように清水を注水し、水位が 10cm 低下した

ら元の水位に戻るまで注水する。水位の変動と時間をフックゲージによ

り測定し、浸透水量が一定化するまで、これを繰り返す。 

(2) 浸透水量が一定化してから 20 分経過後、水位を砂利上 25cm に戻し、

土質が粘土質の場合にあっては 10mm、その他の場合にあっては 30mm

水位が低下するのに要する時間を測定し、1分当たりの浸透速度を求める。 

 

別記 2（地下浸透施設に必要な面積） 

浸透に要する総面積は、設置する浄化槽の処理対象人員に、次表による処理対

象人員 1人当たりの必要面積を乗じたものとする。 

 

浸透速度 

（cm/分） 

0.042以上 

0.048未満 

0.048以上 

0.054未満 

0.054以上 

0.06未満 

0.06以上 

0.12未満 

0.12以上 

0.18未満 

0.18以上 

0.24未満 

必要面積 

（m2） 
30 28 27 26 20 13 

 

浸透速度 

（cm/分） 

0.24以上 

0.30未満 

0.30以上 

0.36未満 

0.36以上 

0.42未満 

0.42以上 

0.54未満 

0.54以上 

0.60未満 

0.60以上 

2.4未満 

必要面積 

（m2） 
10 8 7 6 5 4 

 

別記 3（散水管の必要長さ） 

散水管の総必要長さ（散水管の流入口から末端までの距離）は、次式による。 

L＝A/2 -2N   L：散水管の総必要長さ（m） 

A：浸透に要する総面積（m2） 

N：散水管の本数（系統数） 

 


